
雨の影響で視程が１００ｍ以下（遊泳区域内）の場合

※　株式会社　オーシャンスタイル　「マリンスポーツ開催」

マリンスポーツの中止基準

各種マリンスポーツ実施ポイントが下記に上げる条件に達するおそれがあると認められたとき

※　合名会社　水納海運　「高速旅客船　ニューウイングみんな」

運行管理規定に基づく

発航の中止

発航地港の気象、海象が、風速１５ｍ以上　波の高さ１．０ｍ以上　視程５００ｍ以下

発航前において航行中に遭遇する気象、海象（視程を除く）が次に上げる条件に達するおそれが

あるとき　　風速１５ｍ以上　　　波の高さ２．５ｍ以上

※　有限会社　みんなビーチ　「海水浴場管理」

シュノーケリング 遊泳区域内において海水浴が困難と判断されたとき（風速１０ｍ以上、波の高さ１．５ｍ以上）

ドラゴンボート 風速１０ｍ以上、波の高さが１．５ｍ以上あると判断されたとき

潮流、風速、波の高さの影響により遊泳が困難と判断されるとき

規定は特に設けてません

海水浴場閉鎖基準

マリンスポーツ　水納島体験学習　中止基準


